
南 相 馬 市 条 例 第  号 

 

南 相 馬 市 弔 慰 に 関 す る 条 例 （ 素 案 ） 

 

（ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 南 相 馬 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。） の 自 治 に 顕

著 な 功 労 の あ っ た 者 が 逝 去 さ れ た と き に 、 市 が 行 う 弔 慰 に 関 し 必

要 な 事 項 を 定 め 、 も っ て 故 人 の 市 へ の 貢 献 に 対 す る 感 謝 及 び 追 悼

の 意 を 遺 族 及 び 市 民 に 表 す こ と を 目 的 と す る 。 

（ 市 葬 の 執 行 等 )  

第 ２ 条  次 に 掲 げ る 者 が 死 亡 し た と き は 、 市 葬 （ 市 が 主 催 す る 葬 儀

を い う 。） を 執 行 し 、 又 は 弔 慰 金 を 支 給 す る こ と が で き る 。 

⑴ 市 の 自 治 に 対 し 、 そ の 功 績 が 特 に 顕 著 で あ る と 認 め る 者 

ア  名 誉 市 民 （ 南 相 馬 市 名 誉 市 民 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 条 例 第 ５ 号 ）

第 １ 条 に 規 定 す る 者 を い う 。）  

イ  現 に 市 長 又 は 議 長 の 職 に あ る 者 

ウ  ８ 年 以 上 市 長 又 は 議 長 の 職 に あ っ た 者 

⑵ 災 害 業 務 に 従 事 す る 職 員 で あ っ て 当 該 業 務 が 原 因 で 死 亡 し た

も の 

 ⑶  そ の 他 市 長 が 特 に 認 め る 者 

（ 委 任 ） 

第 ３ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。 

附  則 

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 元 年 １ ０ 月 １ ３ 日 か ら 適

用 す る 。 

 


